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議
案
第
８
号　

四
街
道
市

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
可
決
）

　

消
費
税
法
及
び
地
方
税
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備

を
行
う
た
め
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

議
案
第
９
号　

四
街
道
市
火

災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
可
決
）

　

消
防
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
本
条
例
の
引
用
条
項
を
改
正
す

る
必
要
が
生
じ
た
た
め
提
案
さ
れ
た

も
の
で
す
。

議
案
第
12
号　

四
街
道
市

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

等
助
成
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
可
決
）

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び

被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
名

称
変
更
に
伴
い
、
本
条
例
の
引
用
条

項
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

た
め
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

議
案
第
13
号　

市
道
路
線
の

廃
止
に
つ
い
て
（
可
決
）

　

開
発
行
為
に
伴
い
、
路
線
に
終
点

変
更
が
生
じ
る
め
い
わ
６
号
線
を
廃

止
す
る
た
め
、
道
路
法
第
10
条
第
３

項
の
規
定
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
も
の

で
す
。

議
案
第
14
号　

市
道
路
線
の

認
定
に
つ
い
て
（
可
決
）

　

開
発
行
為
等
に
伴
い
新
設
さ
れ
た

大
日
今
宿
25
号
線
他
19
路
線
を
認
定

す
る
た
め
、
道
路
法
第
８
条
第
２
項

議
案
第
10
号　

四
街
道
市
営

霊
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
可
決
）

　

市
営
霊
園
内
合
葬
式
墓
地
の
関
連

施
設
で
あ
る
合
同
墓
の
整
備
に
伴

い
、
そ
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
定

の
整
備
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
た

め
、
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を

行
う
た
め
提
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。

議
案
第
11
号　

四
街
道
市
こ

ど
も
ル
ー
ム
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
可
決
）

　

み
そ
ら
小
こ
ど
も
ル
ー
ム
の
新
設

に
伴
い
、
名
称
及
び
位
置
を
追
加
す

る
た
め
、
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整

備
を
行
う
た
め
提
案
さ
れ
た
も
の

で
す
。

の
規
定
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
も
の

で
す
。

議
案
第
30
号　

損
害
賠
償
の

額
を
定
め
和
解
す
る
こ
と
に

つ
い
て
（
可
決
）

　　

温
水
プ
ー
ル
転
倒
事
故
に
係
る
損

害
賠
償
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
損
害

賠
償
の
額
を
定
め
る
た
め
及
び
民
事

訴
訟
法
第
89
条
の
規
定
に
基
づ
く
和

解
を
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
96

条
第
１
項
第
12
号
及
び
同
第
13
号

の
規
定
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　

　

議
案
第
32
号　

監
査
委
員
の

選
任
に
つ
い
て
（
可
決
）

　

議
会
議
員
の
う
ち
か
ら
監
査
委
員

に
選
任
し
た
広
瀬
義
積
委
員
の
退
職

に
伴
い
、
後
任
と
し
て
阿
部
治
夫
議

員
を
選
任
し
た
く
提
案
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　


